
一般財団法人移行にかかる規約などの整備について 

平成 25年 3月 4日の理事会で次のとおり決定いたしました。 

 

財団法人大阪市教員会館利用規定、利用細則、遵守事項、利用規定運用細則、教育青年

団体サポートセンター・教育青年団体連絡室利用規定、教育青年団体サポートセンター・

教育青年団体連絡室利用規定注意事項、マジックショップ利用規定、グループロッカー利

用規定、ワイワイショップレンタルボックス利用規定等専務理事が決する規程等について

は、当分の間「財団法人大阪市教員会館」を「一般財団法人大阪市教員会館」と読み替え

る。 

 



ᖹᡂ 22㸦2010㸧ᖺ 3 ᭶ྜྷ᪥ 

୰ኸ㟷ᖺࡈ࣮ࢱࣥࢭ⏝⪅ྛ 

㈈ᅋἲே㜰ᕷᩍဨ㤋 

㸦ᩍဨ㤋ົᒁσ06-6941-0951㸧 

 

    㸧ࡏࡽ▱࠾㸦࡚࠸ࡘ⏝ࡈࡢ㸧ࡏࡽ▱࠾㸦࡚࠸ࡘ⏝ࡈࡢ㸧ࡏࡽ▱࠾㸦࡚࠸ࡘ⏝ࡈࡢ㸧ࡏࡽ▱࠾㸦࡚࠸ࡘ⏝ࡈࡢ((((࣮ࢱࣥࢭᪧ୰ኸ㟷ᖺ࣮ࢱࣥࢭᪧ୰ኸ㟷ᖺ࣮ࢱࣥࢭᪧ୰ኸ㟷ᖺ࣮ࢱࣥࢭᪧ୰ኸ㟷ᖺ))))ἲᆏࣝࣃἲᆏࣝࣃἲᆏࣝࣃἲᆏࣝࣃ    ࢫࢡࢵࢿࢫࢡࢵࢿࢫࢡࢵࢿࢫࢡࢵࢿ

 

᪩ࡢೃࡈࡍࡲࡍࡲࠊΎᰤ࠾ࡇࡢࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ࡧ 

ᮏᖺࠊࡋ⏝άࢆ≀ᘓࡢ࣮ࠖࢱࣥࢭ୰ኸ㟷ᖺࠕ⌧࡚ࡋࡲࡋ㈈ᅋࠊ㛫ࡢࡇ 4᭶௨㝆ࡶᘬࡁ

ࡋࡃᑾࢆຊࠊࡵࡓࡍࡓᯝࢆᙺࠖࡢ࡚ࡋ୰ᚰタࡢ㟷ᑡᖺ⫱ᩍࠕࡀ≀ᘓࡢࡇࡁ⥆

タࡢ㐠Ⴀ࠸ࡓࡾ࠸ࡲ࡚ࡗࡓ࠶᪨ࡢࡇࠊࡋࡏࡽ▱࠾ࠊ 2 ᭶ࡣ᪂ࠕ࡞ࡓタ⏝ᩱࠖ࡞

 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠸ࡲ࡚ࡋࡏࡽ▱࠾࡚࠸ࡘෆᐜࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࡓ࠸Ỵᐃ࡚࠸࠾Ⅼࡢࡑ

ᅇࠊཤࡿ 3 ᭶ 1 ᪥㛤ദࡓࡋࡲࡋᙜ㈈ᅋࡢ⌮࣭ホ㆟ဨࠕ࡚㈈ᅋἲே 㜰ᕷ

ᩍဨ㤋⏝つ⛬ࠖཬࠕࡧ㈈ᅋἲே㜰ᕷᩍဨ㤋ᩍ⫱㟷ᖺᅋయάືຓᡂ㔠つ⛬ࠖ࡞

ᩍ⫱㟷ᖺࠕࡶࡦࡐࠊࡶࡍࡲࡋࡏࡽ▱࠾ࡾ࠾ࡢ⣬ูࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲࡋࡓ࠸Ỵᐃࢆ

ᅋయⓏ㘓ࠖࡈࡃࡓࡁࡔࡓ࠸ࢆෆ⏦ࡢࡇࠋࡍࡲࡆୖࡋⓏ㘓ࠕࡣᩍ⫱㛵ࡿࡍ᭷┈ࢆ✲◊࡞

ᑐᅋయࠖࠊಶேࡿࢀࡽࡵㄆࡿࡍᐤ⫱ᡂࡢ㟷ᑡᖺࠊⓎᒎࠊୖྥࡢ⫱ᩍࡣཪࠊࡋ

࣭⫱ᩍࠊຓᡂ࡛ࡿࡍ 㟷ᖺᅋయࡢᩍဨ㤋ࡢ⏝ᑐࡋ 20㸣ࡢຓᡂࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿࡍ࠺࠾⾜ࢆ 

ゝࡃ࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ᩍ⫱ࠕࡣᅜẸ୍ே୍ேࠊࡀ⮬ᕫࡢே᱁࡞㇏ࠊࡁ☻ࢆே⏕ࢆ㏦ࡀࡇࡿ

ࡇࡿࡍ⩦Ꮫ࡚࠸࠾ሙᡤࡿࡺࡽ࠶ࠊᶵࡿࡺࡽ࠶ࠊ࡚ࡗࡓࢃᾭ⏕ࡢࡑࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛

ᩍ)ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡽᅗࡀ⌧ᐇࡢ♫ࡿࡁ࡛ࡢࡇࡍ⏕㐺ษࢆᡂᯝࡢࡑࠊࡁ࡛ࡀ

⫱ᇶᮏἲ)ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ㈈ᅋࠊࡣ࡚ࡋࡲࡋࡓ࠸Ꮫᰯᩍ⫱ࠊࡇࡢࢇࢁࡕࡶࡣ⏕ᾭᩍ⫱ࡣࢆ

ࡓ࠸⏝άࡈࢆไᗘࡢࡇࡶࡦࡐࠋࡍࡲ࠸࡚࠼ᤊάືࡢᩍ⫱࣭㟷ᖺᅋయࢆάື࠸ᖜᗈࡵࡌ

ࠕࡍࡲࡋࡓ࠸ࢆฟⓎࡓ᪂ࠊࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉάᛶ࠺ࡑࡗ࠸ࢆάືࡢⓙᵝ᪉ࡾࡼࠊࡁࡔ

 ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦࠸㢪࠾࠺ࡼࡍࡲࡁࡔࡓ࠸ᨭࡈࢆἲᆏࠖࣝࣃ ࢫࢡࢵࢿ

ࢡࢵࣇࠊࡶࡍࡲࡅࡅཷ࡛࡞㒑㏦ࠊཱྀ❆ཷࠊ㝶ࡣᩍ⫱㟷ᖺᅋయⓏ㘓ࠖࠕ

ἲᆏࣝࣃ ࢫࢡࢵࢿࠕࠊᚋ᪥ࢆῧ㈨ᩱࠊᚋࡢ㏦ಙࢆࡳࡢㄳ᭩⏦ࠊ࡛࡞ࢫ ࠖ⏝ࡢ㝿ࠊ

 ࠋࡍᵓ࡛⤖ࡶ࡚ࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࡕᣢ࠾

ᚋࠊࡶ୰ኸ㟷ᖺࡈ࣮ࢱࣥࢭ⏝⪅ྛࡣ࡚ࡋࡲࢀ࠾㈈ᅋࡍࡲࡾ࠾࡚ࢀ࠾ࡢཝ

ᬮࠊࡶࡶἲᆏࣝࣃ㜰ᕷᩍဨ㤋࣭ࡍࡲࡋࡓ࠸㞄᥋ࠊࡁࡔࡓ࠸ゎ⌮ࡈࢆἣ≦࠸ࡋ

 ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦࠸㢪࠾ࢆࡇࡍࡲࡁࡔࡓ࠸༠ຊࡈࡃ



ཧ⪃ ๓ᅇࡏࡽ▱࠾ࡢ 

    

    㸧ࡏࡽ▱࠾㸦࡚࠸ࡘ㐠Ⴀࡢ㸧ࡏࡽ▱࠾㸦࡚࠸ࡘ㐠Ⴀࡢ㸧ࡏࡽ▱࠾㸦࡚࠸ࡘ㐠Ⴀࡢ㸧ࡏࡽ▱࠾㸦࡚࠸ࡘ㐠Ⴀࡢ((((࣮ࢱࣥࢭᪧ୰ኸ㟷ᖺ࣮ࢱࣥࢭᪧ୰ኸ㟷ᖺ࣮ࢱࣥࢭᪧ୰ኸ㟷ᖺ࣮ࢱࣥࢭᪧ୰ኸ㟷ᖺ))))ἲᆏࣝࣃἲᆏࣝࣃἲᆏࣝࣃἲᆏࣝࣃ    ࢫࢡࢫࢡࢫࢡࢫࢡࢵࢿࢵࢿࢵࢿࢵࢿ

ᖹᡂ 22㸦2010㸧ᖺ 2᭶ 

 

㸯ࠊ タྡ⛠ࠊఫᡤࠊ㟁ヰ␒ྕࢫࣞࢻ࣮࣓ࣝࠊྕ␒ࢫࢡࢵࣇࠊ 

 (࣮ࢱࣥࢭᪧ୰ኸ㟷ᖺ)ἲᆏࣝࣃ ࢫࢡࢵࢿ

㜰ᕷ୰ኸ༊ἲᆏ 1-1-35(ኚ᭦ࡋ࡞) 

㟁ヰ 06-6943-5021(ኚ᭦ࡋ࡞) 

 (ࡋ࡞ኚ᭦)4833-6945-06 ࢫࢡࢵࣇ

 annex㸾zaidan.or.jp ࢫࣞࢻ࣮࣓ࣝ

㸰ࠊ ఇ㤋᪥ࠊ㛤㤋㛫ࠊ⏝⏦㎸ࠊ⏝㛫ࠊタ⏝ᩱ࡞ 

ఇ㤋᪥ ཎ๎㛤㤋(ู㏵ࡍࡲࡋࡏࡽ▱࠾ᖺᮎᖺጞࠊኟᏘఇᴗࢆ㝖ࡃ) 

㛤㤋㛫 ༗๓ 9 30 ศ㹼༗ᚋ 9 (᪥࣭⚃ྠࡶᵝ)ูࠊ㏵༠㆟ࡾࡼᘏ㛗ྍࡶ 

⏝㛫 ᪧ⏝㛫ᑐࠊࡋ༗๓ 30ศࠊኪ㛫 30 ศࠊ᪥ 1 㛫ᘏ㛗(ู⾲ཧ↷) 

タ⏝ᩱ ู⾲ࡾ࠾ࡢ 

ᩍ⫱㟷ᖺᅋయ⏝ຓᡂ ᪂౯᱁࡛⏝ࡢⓏ㘓ᅋయタ⏝ᩱࡢ 20㸣ࢆຓᡂ 

⏝⏦㎸ 6 ࣨ᭶๓ࡋࡔࡓࠊ㣧㣗ࢆక࠺⏝ࡢሙྜࡣ 1 ᖺ๓(ࡢู≉ࠊ࠾࡞࠶ࡢ

 (㏵༠㆟ูࡣሙྜࡿ

⏝ᩱࡢᨭᡶ࠸ ௬ண⣙ࡽ 10 ᪥௨ෆࠊ⏝᪥ࡀண⣙┤๓ࡢሙྜࡣ⏝᪥ࡢ 3 ᪥๓

ࡁ࡛ࡣࡇࡿࡍࢆࡋ㏉࠾ࡣ⏝ᩱࡓ࠸ࡔࡓ࠸࠸ᨭᡶ࠾ࠊ࠾࡞)࡛ࡲ

ሙࡢࡋᾘࡾྲྀࡃ࡞⤡㐃ࡢࣝࢭࣥࣕ࢟ࡶ௬ண⣙୰࡛ࠊࡓࡲࠋࢇࡏࡲ

 (ࠋࡍࡲࡁ㡬ࢆᩱࣝࢭࣥࣕ࢟ࡣྜ

⤒㐣ᥐ⨨ ᖹᡂ 22ᖺ 4᭶୰ࡢ⏝ࡣ࡚ࡋࡲࡁࡘᙜ᪥Ύ⟬5ࠋࡍࡲࡋ ᭶௨㝆ࡢ⏝

4ࠊࡣ⪅ ᭶ୖ᪪⣡᭩ࢆ㏦ࠊ࡛ࡢࡍࡲࡋ⏝ᩱࡢ⣡᪉ࡃࡋࢁࡼ

 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾

⏝᮲௳ ࠕᴦჾ࣭㡢ኌ࣭㡢ᴦ➼ࡢ⏝ࠊ࡚࠸࠾ࡢ⏝⪅ࡢ⏝ࡢጉࡿ࡞ࡆ

௳⏝᮲ࡀ㑂Ᏺࡢ⏝つᐃࡓࡵᐃࢆ࡞ࡇࠖ࠸࡞ࡉฟࢆ㡢㔞࡞࠺ࡼ

 ࠋࡍࡲࡾ࡞

⏝ᩱ࣭⏝᮲ࡢ㥔㌴ሙࠊ௳⏝ᩱ࣭⏝᮲ࡢᪧయ⫱ᐊ(5㝵)ࠊ ჾල⏝ᩱࡢࡑ

  ࠋࡍࡲࡋࡏࡽ▱࠾㏵ูࡣ࡞௳



㈈ᅋἲே㈈ᅋἲே㈈ᅋἲே㈈ᅋἲே    㜰ᕷᩍဨ㤋⏝つ⛬㜰ᕷᩍဨ㤋⏝つ⛬㜰ᕷᩍဨ㤋⏝つ⛬㜰ᕷᩍဨ㤋⏝つ⛬    

ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸲᭶㸯᪥⾜ 

㸦㊃ ᪨㸧 

➨㸯᮲  ㈈ᅋἲே㜰ᕷᩍဨ㤋࣭ࣝࣃἲᆏཬࣝࣃࢫࢡࢵࢿࡧἲᆏ㸦௨ୗࠕ㤋ࠖࠋ࠺࠸㸧ࡢ⏝࡚࠸ࡘ

 ࠋࡿࡼࢁࡇࡿࡵᐃࡢ⛬つࡢࡇࡣ

㸦⏝ࡢᡭ⥆ᢎㄆ㸧 

➨㸰᮲  㤋ཬࡧᒓタഛ࣭ᶵჾࢆ⏝ࡿࡍ࠺ࡼࡋ⪅㸦௨ୗࠕ⏝⪅ࠖࠋ࠺࠸㸧ࠊࡣணࡵᡤᐃࡢ⏦㎸⏝⣬グ㍕

 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅཷࢆ㸧ࠋ࠺࠸௬ண⣙ࠖࠕᢎㄆ㸦௨ୗࡢ㤋ࠊୖࡢ

㟁ヰࡢ⏦㎸ࠊࡶ࡚࠸࠾⏝௨๓ᚲࡎᡤᐃࡢᡭ⥆ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞⤒ࢆࡁ 

㸰㸬㤋ࠊࡣ௬ண⣙ࡢᢎㄆ㝿ࠊࡋḟᥖࡿࡆሙྜࠊࡣ࡚࠸࠾⏝⏦㎸ཷࢆࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇ࠸࡞ࡅ 

㸦㸯㸧㆟➼࡛⏝ࢆ⏦㎸ࡿࡍ⪅ཪࡣ㆟➼ฟᖍ⪅ࡿࡍḟヱᙜࠋࡁࡿ࠸ࡀ⪅ࡿࡍ 

   ձࠕᭀຊᅋဨࡿࡼᙜ࡞⾜Ⅽࡢ㜵Ṇ➼㛵ࡿࡍἲᚊ 㸦ࠖᖹᡂ㸱ᖺἲᚊ➨㸵㸵ྕ㸧ࡿࡼᣦᐃᭀຊᅋཬࡧᣦᐃᭀຊ

ᅋဨ➼ཪࡢࡑࡣ㛵ಀ⪅ࡢࡑࠊ♫ⓗໃຊ㸦௨ୗࠕᭀຊᅋ➼ࠖࠋ࠺࠸㸧 

   ղᭀຊᅋ➼ࡀᴗάືࢆᨭ㓄ࡿࡍἲேࡢࡑࡢᅋయཪࡢࡑࡣᵓᡂဨ 

   ճᭀຊᅋ➼ヱᙜࡀ⪅ࡿࡍᙺဨࡿ࠸࡚ࡗ࡞ἲேཪࡢࡑࡣᵓᡂဨ 

   մἲ௧ཪࡣබᗎⰋࡿࡍ⾜Ⅽࡿࡍࢆᜍࡿࢀࡉุ᩿ࡿ࠶ࡀࢀ⪅ 

㸦㸰㸧㤋ࡢࡢ⏝⪅ⴭ࠸ࡋ㏞ᝨࢆཬࡍࡰゝືࠋࡁࡓࡋࢆ 

㸦㸱㸧㤋ⱝࡣࡃࡋ㤋⫋ဨᑐࠊࡋᭀຊࠊ⬣㏕ࠊᜍ႑ࠊጾᅽⓗ࡞ᙜせồࠊ࠸⾜ࢆⴭྜࡃࡋ⌮ⓗ⠊ࢆ㉸ࡿ࠼㈇ᢸࢆせồ

 ࠋࡁࡿࢀࡽࡵㄆࡓࡗ⾜ࢆⅭ⾜࡞ᵝྠ࡚ࡘࡣཪࠊࡁࡓࡋ

㸱㸬㆟ᐊ➼ࡢ⏝㸦⡆᫆࡞㣗ࢆక࠺㆟ࡴྵࢆ㸧ཷࠊࡣ⏝᭶ࡴྵࢆ㸴ࣧ᭶๓ྠࡢ㸯᪥ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺⾜ࡽ 

 ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺⾜ࡽ㸯㸰ࣨ᭶๓ࠊࡣ࡚࠸ࡘ㆟࠺కࢆᐗࡣࡓࡲࠊᐗࠊࡋࡔࡓ  

㸲㸬ཷ᪥ࠊࡣ࡚࠸ࡘ㤋ࡢู≉࡚࠸࠾⏤ࡿ࠶ࡀㄆࡓࡵࠊࡣ๓㡯ࡢつᐃࡢࡑࠊࡎࡽࢃ㒔ᗘᐃࢁࡇࡿࡵ

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇ࠺⾜ࡾࡼ

㸦⏝ྲྀࡢᾘࡋཬࡧ⏝ࡢไ㝈㸧 

➨㸱᮲ ḟ୍ࡢྕྛࡢヱᙜࠊࡁࡿࡍ㤋ࡣ⏝ᢎㄆྲྀࢆᾘࠊࡋཪࡣ⏝ࢆไ㝈ࡋⱝࡣࡃࡋṆࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ 

㸦㸯㸧 ࡢࡇつ⛬ཪࢀࡇࡣᇶ࡙ࡃ⣽๎➼㐪ࡁࡓࡋ 

㸦㸰㸧 ⟶⌮ୖ㐺ᙜㄆࡁࡿࢀࡽࡵ 

㸦㸱㸧 ๓᮲➨㸰㡯ヱᙜุࡿ࠸ࡀ⪅ࡿࡍ᫂ࡁࡓࡋ 

㸦㸲㸧 බᏳཪࡣ㢼ࢆᐖࡁࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ 

㸦㸳㸧 ᘓ≀ཪࡣ㝃ᒓタഛࢆᦆയࡁࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ 

㸦㸴㸧 ഇࡢࡑࡾṇࡢᡭẁࡾࡼ⏝ࡢチྍࡁࡓࡅཷࢆ 

㸦㸵㸧 ே༴ᐖࢆཬࠊࡋࡰཪࡣ㦁㡢ࢆⓎࡿࡍ➼㏞ᝨࡿ࡞⾜Ⅽࡁࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍࢆ 

㸦㸶㸧 ே༴ᐖࢆཬࠊࡋࡰⱝࡣࡃࡋே㏞ᝨࡿ࡞≀ရཪࢆ≀ືࡣᦠ⾜ࡁࡿࡍ 

㸦㸷㸧 ⏝ᩱࢆ⣡ࡁ࠸࡞ࡋ 

㸦㸯㸮㸧⏝┠ⓗ௨እ⏝ࡁࡓࡋ࠺ࡼࡋ 

㸦㸯㸯㸧⥭ᛴṆࢆࡴᚓ࠸࡞ࡁࡿ࠶ࡀ 



㸦㸯㸰㸧ࡢࡑ㐺ᙜㄆࡁࡿࡵ 
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第３条 利用者は次に定める事項を守らなければならない。 

(１) 貸室使用者は当該階の湯沸し室のみ使用することができる。 

(２) 他の階の湯沸し室は絶対に使用してはならない。 

(３) ポット・急須・湯のみ茶碗・洗剤のセットを有料(20 名分 1 セット 500 円)で貸し出す。 

(４) 湯沸し室は現状に回復すること。 (ゴミの処理) 

第４条 ゴミは原則持ち帰ること。どうしても不可能な場合は、有料(1 枚 100 円)で指定のゴミ袋を販売するので、 

会館指定の場所へ廃棄すること。 

附  則 

１．この遵守事項の改廃は専務理事が行う。 

２、この遵守事項は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する(平成 22 年 3 月 1 日理事会にて制定)。 

 

一般財団法人大阪市教員会館 

教育青年団体の活動助成を目的とする賃料等割戻規程 

平成２２年４月１日施行（旧法人） 

平成２４年４月１日全面改定（旧法人） 

平成２５年３月４日制定（平成２５年４月１日施行） 

（対象） 

第１条  当財団が「教育青年団体の活動助成を目的とする賃料等の割戻金」(以下割戻金という)を交付する対象は、

教育に関する有益な研究をし、又は教育の向上、発展、青少年の健全育成に寄与すると認められる個人、団

体である。 

（種類及び額） 

 

第２条 割戻金の種類及び額は、次のとおりとする。 

種類 金額 備考 

１）教育青年団体賃料 おおむね前年度賃料(共益費・ 

税除く)の２０％の額を基準 

に理事会で定める 

教員会館に入居する教育・青 

年団体の研究 

２）教育青年団体貸室利用 賃貸利用料金の２０％ 教員会館の利用による教育・ 

青年団体の活動 

（受給申請書及び資料の提出） 

第３条  前条１）の割戻金を受けようとする団体は、受給申請書及び研究の資料等を添えて当財団に提出するも

のとする。 

２）  前条２）の割戻金を受けようとする利用者は、貸室利用申込書に資料等を添えて当財団に登録を行った上、利

用の都度、割戻の申請を行うものとする。  

（支給の決定） 



第４条  第２条１）の割戻金支給については、理事会の選考を経て、理事長が決定し、その結果を申請者に通知する。 

  ２） 第２条２）の登録団体の認定は、専務理事が行う。  

（選考基準） 

第５条  第２条１）の受給申請書を提出した団体について、理事会が定める選考基準に合致した者の中から、選考を行う。 

（実施細目） 

第６条  この規程の実施について必要な事項は、別に定める。 

附  則 

１． この規定の改廃については、理事会の議決を経なければならない。 

２． この規程（旧規定）は、平成２２年４月１日から実施する。 

３． この規程（旧規定）は、平成２４年４月１日から実施する。 

４． この規程は、平成２５年４月１日から実施する。  

 


